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午前１０時００分 開 議

○議長（小松穂積） おはようございます。

これより、本日の会議を開きます。

○議長（小松穂積） 本日の議事は、議事日程第３号をもって進めます。

日程第１ 市政一般に対する質問

○議長（小松穂積） 日程第１、一般質問を行います。

質問通告書によって、順次質問を許します。

２番古仲清尚議員の発言を許します。なお、古仲清尚議員からは、一問一答方式に

よりたいとの通告がありますので、これを認めます。２番古仲清尚議員

【２番 古仲清尚議員 登壇】

○２番（古仲清尚議員） 皆様、おはようございます。令和４年１２月定例会、一般質

問の機会をいただきました。傍聴席においでの皆様におかれましては、日頃より市政

に関心をお持ちいただきまして心より敬意を申し上げます。

それでは、通告に基づきまして質問いたします。

大要１点目は、ＤＸ、デジタルトランスフォーメーション時代のデジタル対応に向

けてであります。

ＩＴ基本法の制定による日本型ＩＴ国家構想から２０年。令和の時代、この２０年

にわたるデジタル化の進展から現在では、社会、経済インフラとして、社会全体のあ

らゆる分野や場面においてデジタル技術を活用したＩＣＴサービスが浸透するなど、

いまやＩＣＴは生活に不可欠な大きな役割を果たすようになり、まさに覚醒の感があ

ります。

２０２１年９月、それまで情報通信技術を活用するネットワーク社会の形成に関す

る施策を推進するための法律でありました高度情報通信ネットワーク社会形成基本

法、いわゆるＩＴ基本法から、今後様々な社会課題に対応するため、ＩＴ基本法に代

わる新法としてデジタル社会形成基本法が制定されました。

デジタル社会形成基本法を含むデジタル改革関連法では、国が目指すデジタル社会

と推進体制、デジタル社会の形成に向けた基本的な施策が定められ、今後、生活者
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ニーズを踏まえたデジタルサービスの実現や展開により、誰ひとり取り残さない、人

にやさしいデジタル化という、デジタル社会が目指すビジョンとともにデジタル社会

を形成するための基本原則の下、安全で安心して暮らせる社会や、ゆとりや豊かさを

実現できる生活の実現、活力ある地域社会の実現、デジタル利用の機会等における格

差是正等を定めた基本理念や基本方針が掲げられるとともに、自治体はその基本理念

に則り、国との適切な役割分担を踏まえて自治体の地域特性や地域事情を反映した自

主的な施策を策定し、実施する旨の責務が示されました。

２０２２年６月には、国、自治体が歩調を合わせて取り組むデジタル社会の実現に

向けた基本戦略であるデジタル田園都市国家構想基本方針や、デジタル社会の実現に

向けた重点計画が示され、自治体においては両戦略に基づいた取組が期待されている

ところであります。

また、国のＤＸ推進計画では、ＩＣＴの浸透が日常生活をあらゆる面で、より良い

方向に変化させることを目指しており、デジタル社会の実現のため、住民に身近な行

政を担う自治体、とりわけ基礎自治体の役割は極めて重要であるとしております。

今後、ＤＸを本格的に展開していく上では、新たなデジタル技術の活用により、地

域社会をどのように魅力あるものに変えていくのかといった戦略の方向性を定めると

ともに、現状におけるＩＣＴに関する様々な課題を整理しつつ、行政サービスや市民

生活の向上に資する可能性を探ることが重要と考えます。

また、実際にＤＸを進めていく上では、施策を遂行するＩＣＴ人材の確保も重要で

あり、行政施策におけるデジタル推進に当たっては、どういった業務がデジタル化に

適しているのかといった精査や庁内調整も含め、ＩＣＴに精通した人材で構成する推

進チーム創設に向けて積極的な検討が必要ではないでしょうか。

現在、本市においては、高齢化が進み、統計によっては高齢化率が５０パーセント

を超える状況にあり、今後さらなる高齢化により、高齢者の運転免許返納や移動手段

の選択肢減少など、日常生活上の広範な領域において懸念が広がることが想像にかた

くありません。

そうしたことから、今後、行政の分野においてもＭａａＳの概念を導入し、持続可

能な地域社会に向けて新たなモビリティサービスの社会実装を通じた移動課題の解決

及び地域活性化を目指し、移動市役所などの新たな行政サービスの導入に向けて可能
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性を探っていくべきではないでしょうか。

デジタル田園都市国家構想によりデジタル化の推進が一層加速されていく中にあっ

て、地方におけるデジタル化整備促進は急務であり、リモートワークやワーケー

ションなどの働き方を含めた新たな生活様式への関心が高まりを見せる中、地域社会

におけるデジタル実装の促進を実現し、デジタルデバイドの壁を越えて全ての人がデ

ジタルによる恩恵を享受できる基盤構築や、地域の課題解決や魅力を再創造するビ

ジョンとして「男鹿市ＤＸ推進計画」を基本とした、時代の要請に沿ったデジタル施

策が必要と考えますが、以上の背景を踏まえ質問いたします。

一つとして、男鹿市ＤＸ推進計画の策定に向けて。

二つとして、行政におけるＩＣＴ施策の実際と展望について。

三つとして、デジタル行政推進チーム創設の考えについて。

四つとして、移動市役所などの行政ＭａａＳの考え方について。

五つとして、デジタルデバイドへの対応について。

それぞれ市の見解を伺うものであります。

大要２点目は、沿道環境整備の実際と進展に向けてであります。

沿道環境整備については、草地や雑木等への対応が不十分な場合、道路通行車両の

視距阻害はもとより、景観形成においても悪影響を及ぼすものであります。したが

い、通年において適宜・適切な対応が望まれるものであります。

本市の沿道に係る草刈りについては、現状、国道・県道では県が年１回を基本と

し、市道の草刈りについては春季・秋季の２回、作業が実施されており、また、幹線

道路以外のいわゆる生活道路については、町内会活動の一環として、町内会やボラン

ティアによる草刈りが実施されていると認識をしておりますが、今後、当該整備のさ

らなる充実に向かうため、現状における各所管分掌を連携・一元化し、年間計画の策

定や可視化を行い、予算や実施予定が未確定な部分においては、アダプトプログラ

ム、各種ボランティアやサポートなどを募り、官民協働のアプローチも視野に入れた

体制へと展開すべきではないでしょうか。

また、冬期間における沿道環境整備では、降雪や吹雪などへの対策として、各級沿

道に防雪柵が敷設されておりますが、例年、市内各所では吹きだまりの発生などによ

り道路交通機能に著しく影響が及んでいる状況も見受けられることから、今後は可能
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な限り地域の実情等に鑑み、防雪柵の適宜適切な敷設による冬期間の安全な交通機能

確保が必要と考えます。以上を踏まえて質問いたします。

一つとして、沿道の草刈りにおける年間計画の策定や可視化、協働の在り方につい

て。

二つとして、防雪柵の適宜適切な敷設による冬期間の安全な交通機能確保に向け

て。

それぞれ市の見解を伺うものであります。

大要３点目は、市有公共財産の利活用に向けてであります。

市有地などにおける公共財産に関する情報公開については、現在、国・県ではポー

タルサイト等で一元的に公開をしているのが一般的になってきております。

本市有の土地や建物など公共財産におきましても、売却や賃貸など、その用途形態

は問わず、時代に即した多様なニーズに沿った運用の在り方に対応するため、市ホー

ムページ等で積極的な情報公開を行い、その利活用の幅を広げ、社会経済活動に資す

る展開をすべきではないでしょうか。以上の背景を踏まえ、質問いたします。

一つとして、市有公共財産の積極的な情報公開による社会経済活動への展開に向け

て、市の見解を伺うものであります。

登壇での質問は以上で終わります。よろしくお願いいたします。

○議長（小松穂積） 答弁を求めます。菅原市長

【市長 菅原広二 登壇】

○市長（菅原広二） 皆さん、おはようございます。

古仲議員の御質問にお答えします。

御質問の第１点は、デジタルトランスフォーメーション、いわゆるＤＸ時代のデジ

タル対応についてであります。

まず、男鹿市ＤＸ推進計画の策定、行政におけるＩＣＴ施策の実際と展望及び推進

チーム創設の考えについてであります。

全国的にＩＣＴを利用したまちづくりの動きが活発化している中、本市においても

様々な分野でＩＣＴ技術を積極的に利用し、人々が暮らしやすい地域づくりを推進し

ていきたいと考えており、その方向性を示すビジョンとして、本年度、男鹿市ＤＸ推

進計画の策定に取り組んでいるところであります。
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現在のところ、秋田県電子申請システム共同利用に参画し、電子申請サービスの充

実やタブレット端末の導入による業務の省力化、ＡＩ技術を用いた音声認識システム

による効率化など、業務改善を推進しております。

今後は、防災情報や地域の暮らしに必要な住民サービスをスマホなどで提供する地

域アプリや、公共施設の利便性を向上するオンライン予約、決済などの公共施設Ｄ

Ｘ、様々な分野でＩＣＴ技術を積極的に利用し、市民一人一人に寄り添ったサービス

の提供や、新たな価値の創出による暮らしやすい男鹿市を目指していきたいと考えて

おります。

これら本市のＤＸ推進に当たっては、今年４月に総務課内にデジタル推進班を創設

しており、さらに分野横断的な対応が不可欠であることから、今後、関係各課の職員

からなる推進チームの創設についても前向きに検討していきたいと考えております。

次に、行政ＭａａＳとデジタルデバイドへの対応についてであります。

行政ＭａａＳは、車両に行政サービスを提供する環境を作り、移動が困難な住民に

対し、アクセスしやすい場所まで行政サービスを届ける移動型行政サービスであると

認識しております。

県内の自治体においても、市役所に来なくても行政手続ができる移動市役所の実証

実験が行われ、中心地から遠く離れた地区に住む住民への行政サービス向上、交通課

題の解消に期待が寄せられております。

本市においては、行政手続のオンライン化を進めているほか、出張所と公民館の機

能を併せ持った地域コミュニティセンターを設置し、地域支援体制の強化を計画して

いることから、早急な導入の必要性はないと考えておりますが、将来的には移動市役

所などの行政ＭａａＳの必要性も考えられることから、その導入の可能性について研

究してまいりたいと考えております。

また、高齢化率の高い本市において、デジタルデバイドは、避けて通れない課題で

あると認識しております。このため、県と協力して高齢者向けスマートフォン操作体

験会を開催するなど、高齢者をサポートする体制づくりに努めており、今後も県や関

係団体などと連携しながら、デジタルデバイドの解消に向けた取組を拡充してまいり

ます。

御質問の第２点は、沿道環境整備の実際と進展についてであります。
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まず、沿道における年間計画の策定や可視化、協働の在り方についてであります

が、沿道における草木の適切な管理は、観光地としての景観の保全はもとより、車両

通行の安全確保のためにも重要であると認識しております。

そのため市道の草刈りについては、男鹿市シルバー人材センターへ業務委託する路

線と道路維持作業員で実施する路線をそれぞれ計画し、主要幹線道路を中心に、

各々、春季と秋季の年２回実施しております。

また、計画路線以外でも町内会や通行者などからの通報を基に、職員が現地調査を

行った上で業者へ草刈作業を依頼し対応しております。

国道、県道については、県の計画に基づき、年１回を基本として実施しているとこ

ろでありますが、現在、一部観光地を中心に実施している年２回の作業の対象区域

を、さらに拡大するよう要望しているところであります。

なお、これら草刈りの計画については、来年度から市道と県道の草刈り路線図を市

のホームページに掲載し、市民の皆様に情報提供する予定としております。

もとより、市民の皆様から寄せられる道路沿線の草刈り等の要望全てにお応えする

ことは困難であります。そうした中で、市民の皆様が自発的に地域の環境整備に参加

していただくことは、地域コミュニティの活性化にもつながるものであると考えま

す。

現在、町内会単位で市道の草刈りや清掃などを実施している地域には、集積用の車

両提供などを行っておりますが、今後、このような活動をさらに広めていけるよう、

アダプトプログラムなどの体制づくりに取り組んでまいります。

防雪柵につきましては、除排雪作業と同様、冬期間の安全な交通機能の確保に重要

な施設であります。そのため、市ではこれまで、なまはげラインほか１１路線に延長

約７．８キロメートルの防雪柵を整備しており、そのほか、冬期間のみの簡易的な柵

を２路線、１５０メートル設置しております。

整備以外の路線については、パトロールや通行者からの通報で吹きだまりなどの解

消に対応しており、引き続き、冬期間の安全・安心な道路交通網の確保に努めてまい

ります。

御質問の第３点は、市有公共財産の利活用についてであります。

市有公共財産については、本年３月に策定した第５次行政改革大綱において、低未
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利用な建築物や不動産の積極的な売却等を進め、社会全体で利活用を図ることとして

おります。

今年度から、廃校舎等の行政財産を含めた未利用土地の実態調査を行っており、政

策的な利用や民間での利用、企業誘致等に展開できる可能性の高い土地について、案

内図や土地の現況、概算売却価格等の情報を記載したカタログの作成に着手しており

ます。

現在、市のホームページ上での情報公開については、普通財産の一般競争入札によ

る売却の案内や、入札者がなかった土地の先着順の売払いの案内を行っており、国土

交通省の公的不動産ポータルサイトも活用しております。

なお、廃校舎については、立地条件が良く利用価値の高い土地が多いことから、一

般的な未利用地とは別に、特別に「男鹿市廃校舎活用プロジェクト」を立ち上げ、地

域コミュニティの活性化や地域経済の発展に資する有効な利活用に向けて、全庁挙げ

て対応しているところであります。

以上の情報について、今後、一元化した情報公開を行うことにより、未利用財産の

さらなる利活用の推進に努めてまいります。

以上であります。

○議長（小松穂積） 再質問ありませんか。２番古仲議員

○２番（古仲清尚議員） 細部にわたりまして御丁寧な答弁をいただきました。その中

で若干認識の確認を再度させていただければと思います。

まず、ＤＸに関してでございます。ＩＴ国家構想が立ち上がってから２０年の月日

が経過をし、現在に至るわけでありますけれども、いよいよこのＩＣＴの２０年の積

み重ねから、ＤＸ、デジタルトランスフォーメーション、いわゆる変革の時代に突入

をしてまいります。２０２５年がこのＤＸの崖と言われてございます。これは、２０

２５年までに行政も含め様々な分野でこのデジタル対応の基盤を備えることができな

ければ、社会全体に対応が難しくなるのではないかと、国が警鐘を鳴らしている表現

であります。先ほど市長答弁にもございましたように、現在、本市におきましてはＤ

Ｘ推進計画に着手されておられるということでございました。少子高齢化、なかなか

歯止めがかからない男鹿市。いかにこのＩＣＴ、ＤＸの時代の中で持続可能な地域社

会を築くことができるのかと、まさしく正念場だと、そういう認識でおりますけれど
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も、当局もその認識は変わらないと思ってございます。今このデジタル田園都市国家

構想、これはもう国としてもそれ相応の予算をもって、国土全体でＤＸを推進してい

こうという大号令でありますので、しかも様々なメニューに沿って自治体の本気度が

試されている。本市として今後いかにこのＤＸ時代に向かっていくのか、その部分の

心意気と考え方を再度確認をさせてください。

○議長（小松穂積） 八端総務企画部長

【総務企画部長 八端隆公 登壇】

○総務企画部長（八端隆公） デジタル化、ＤＸに対しましての、そこら辺の考えでご

ざいますが、今、議員がおっしゃられたとおり国を挙げてＤＸの推進ということで

やっているわけですが、なぜＤＸを導入、考えていかなければいけないかというとこ

ろから、やっぱりこの市民の皆さんに理解していただいて、その上で様々なデジタル

技術を使ったものでその地域をどう活性化させていくかというところは非常に重要な

ことだと思っております。とりわけ高齢者の方のデジタルデバイドといいますか、デ

ジタル機器の認知の向上といいますか、そもそもいろいろなスマホとかそういうとこ

ろに全く関心を示さない高齢者の方もおりますので、やっぱりそういう部分を少しで

も認知度を上げていって、それでデジタル化されていったときはこういうところが便

利になる、こういうところが生活の中で大切になってくるというところを広めなが

ら、そのデジタル化というところを進めていかなければならないと思いますし、その

デジタル化を進めることによって企業、それから若者の誘致というところにもつな

がっていくというふうに思っておりますので、そこら辺を考えながらやっぱり進めて

いかなければいけないことだというふうに思っております。行政サービスもこの後デ

ジタル化に当たりまして、いずれ様々な技術もございますので、認知度を上げながら

市民、企業のニーズがどこにあるのかをやっぱり的確に見極めながら、男鹿市として

のデジタル化の優先順位というところを探っていかなければいけないというふうに今

現在は考えているところでございます。

以上であります。

○議長（小松穂積） さらに質問ありませんか。２番古仲議員

○２番（古仲清尚議員） 御答弁ありがとうございました。ＤＸ推進計画、着手されて

いるということでございますし、また、今、八端部長からもお答えいただきましたよ
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うに、市民の皆様方の生活に対応、享受できるような計画を期待しております。

次に大要２点目の沿道環境整備について、再度お尋ねをさせていただきます。

冬期間の環境整備、いわゆる防雪柵の敷設についてでございます。

防雪柵の設置計画であったり、あるいはその設置基準、現状どういった考えの下で

スケジュールを持っておられるのかということを主眼においてまず確認をさせていた

だきたいのですが、御答弁の中にございました道路パトロールであったり地域からの

声を吸い上げて対応されているということですが、やはり年々気象環境であったり、

様々変化をしてきている実情があろうかと思います。そうした際に、その防雪柵を設

置する基準、新設する基準、あるいは様々な環境の変化に、どういった形で市として

対応されていかれるのか。その御認識を再度確認をさせてください。

○議長（小松穂積） 田村産業建設部長

【産業建設部長 田村力 登壇】

○産業建設部長（田村力） 御質問にお答えいたします。

防雪柵設置の基準ということでございますけれども、基本的に設置に関しまして

は、その場所、場所、逐次ちょっと我々のほうで把握というのはなかなか難しい部分

もございますので、まずそれぞれ地域、利用の方から要望、そういったものをいただ

いた上で、その状況なり気象条件、そういったものを調査しまして設置の判断、そう

いったものをしている状況でございます。現在のところ、この後、今設置するという

計画自体はまだ持ち合わせておりませんけれども、現在、ある地区からその設置の要

望というものはいただいておりますので、そういったところで状況の調査というもの

をしていきたいと思っております。

設置に関しましては、例えば用地の確保、あるいは設置したことによってその隣接

地でどういった影響があるか、例えば農地の近くでありますと、その防雪柵の影響で

春先までずっと雪がたまって残ってしまい、春先の作業に支障があると、そういった

ことをおっしゃられる農家の方もおられるというのが実情でございます。あと交通

量、そういった部分もありますし、 近の気象状況、なかなか予測しがたい部分もあ

りますけれども、市としてはそういった情報をまずいただきたいと。それに対してよ

く調査をしてその対応を考えていく、そういったスタンスで今のところは取り組んで

いる状況でございます。
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以上でございます。

○議長（小松穂積） さらに質問ありませんか。２番古仲清尚議員

○２番（古仲清尚議員） 防雪柵に関しましては、地域、様々な声を吸い上げて対応さ

れるということでしたので、その件につきましては承知いたしました。

次に、公共財産の利活用についてお尋ねいたします。

現在、市のホームページにもその関連情報が掲載されており、そして国土交通省、

国のポータルサイトにも男鹿市の情報が掲載されてございます。国のポータルサイト

に掲載されている情報といいますのは、そのリンクが貼られており、 終的には男鹿

市のホームページにたどり着くということでございますが、現状、市当局におきまし

ては、このホームページの内容については、今後拡充させていかれるお考えはあるの

かどうかということも含めて、その情報からどういった対応をお考えなのか。例えば

現状におきましては様々な所管、またがった対応をされておられると思います。興味

を持たれて、男鹿市役所に来訪された方は、様々その所管をまたがって対応に向かわ

なければならない。そこの部分を一定程度やはり分かりやすい状況で、ホームページ

を見た段階で、それ相応の内容をつかめるまで分かりやすい情報内容を掲載すべきで

はないかと思います。そして、その問合せ窓口の内容も、そこで一元化できるような

対応が望ましいと考えますけれども、この部分についてはいかがお考えでしょうか、

御所見をお伺いいたします。

○議長（小松穂積） 八端総務企画部長

【総務企画部長 八端隆公 登壇】

○総務企画部長（八端隆公） お答えさせていただきます。

まず、市のホームページの部分でございますが、今の土地、建物等の情報だけでな

くて、やっぱり全体的に整備し直さなければいけないというふうには感じております

ので、その中の一つとしてそこもやっぱり充実させていきたいというところは今現在

考えております。

あとは所管がやっぱりどうしてもまたがりますので、そこら辺の対応というのは、

今、うちのほうも、今回初めてそのカタログ化というところもしてますので、そうい

うところを併せて何とか話が通りやすい組織づくりといいますか、そういうところを

していきたいというふうには思っておりますので、そこの部分については申し訳ござ
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いませんが、少し時間をいただければというふうに考えておりますので、御理解をよ

ろしくお願いいたします。

○議長（小松穂積） さらにありませんか。

○２番（古仲清尚議員） ありません。

○議長（小松穂積） ２番古仲清尚議員の質問を終結いたします。

○２番（古仲清尚議員） 終わります。ありがとうございました。

○議長（小松穂積） 次に、１０番進藤優子議員の発言を許します。１０番進藤議員

【１０番 進藤優子議員 登壇】

○１０番（進藤優子議員） おはようございます。傍聴席の皆様、お疲れさまでござい

ます。

それでは、通告に従いまして順次質問をさせていただきますので、よろしくお願い

いたします。

はじめに、ＬＰガスに対する支援策について。

新型コロナウイルス感染症、ロシアによるウクライナ侵略、世界的なインフレと円

安によって加速した物価高など、あらゆる面で国民生活に深刻な影響が及び、戦後

大級ともいわれる難局に直面しています。

本年９月２０日に物価高騰に対する追加対策等を目的として、コロナ物価予備費の

使用が閣議決定され、その中に総額６，０００億円の地方創生臨時交付金、電力・ガ

ス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金の創設が盛り込まれ、各地方公共団体が推

奨事業メニューに応じて電力・ガス・食料品等の価格高騰への対応を地域の実情に応

じて重点的・効果的に活用できるようになりました。

１０月２８日には、物価高や円安、コロナ禍などから国民生活を守るため、財政支

出規模３９兆円に及ぶ総合経済対策が閣議決定されました。

経済総合対策の柱の一つが高騰する電気・ガス料金など光熱費の負担軽減策です。

エネルギー価格の上昇によって影響を受ける家計や価格転嫁困難な企業の負担を軽

減するため、今後さらなる上昇が予想される電気料金や都市ガス料金への直接的な負

担軽減策を講じることになりました。

電気代については、来年１月以降、小売電気事業者などを通じ１キロワット時当た

り一般家庭向け７円、企業向けは３．５円を国が支援。標準的な世帯、１か月の電気
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使用量が４００キロワットで現行料金の２割に相当する月２，８００円程度の負担を

軽減します。さらに負担軽減を実感できる制度にと、毎月の請求書に軽減額が直接反

映されることになりました。

都市ガスでは、家庭などに対し、１立方メートル当たり３０円を支援し、月９００

円程度、月３０立法メートル使用の場合を補助いたします。

このほか、ＬＰガス、プロパンガスも価格上昇抑制を図り、ガソリンなど燃油補助

金は来年９月まで継続。

政府は、こうした抑制効果により来年１月から９月頃にかけて総額４万５，０００

円程度が軽減され、消費者物価指数を１．２パーセント引き下げる効果が期待される

と試算しています。

ガス代支援策については、都市ガスについては１立方メートル当たり３０円等の支

援を行いますが、ＬＰガスについては、①プロパンの価格が安定しており今後も大き

な上昇を見込んでいない、②ＬＰガス小売事業者の大半が中小・零細事業者であり、

料金割引に多大な事務負担がかかるという理由から、都市ガスとは別の手法で負担軽

減を行うこととなりました。

今般の補正予算案では、料金の抑制に資する設備導入等への支援をＬＰガス事業

者・ＬＰガスの需要家に対して行うことになっていますが、これに加えて、地方創生

臨時交付金を活用し、各自治体がＬＰガス料金上昇抑制に資する施策を行っていただ

きたい旨の通知も発出されており、企業・家庭向けの直接的な負担軽減対策を講じる

必要があるのではないかと考えますが、ＬＰガスに対する支援策についてお伺いいた

します。

次に、出産・子育て応援交付金について。

出産・子育て応援交付金は、公明党の強い主張により、政府の総合経済対策に盛り

込まれた新たな事業です。

日本 大の構造的課題といえる少子化を乗り越えるには、ライフステージや子供の

年齢に応じた切れ目ない支援の充実を図っていく必要があります。誰もが安心して子

供を産み育てられる環境を整備するとともに、その一貫性や継続性、恒久性、体系性

に基づいた支援策の実行が重要です。

今般の総合経済対策に盛り込まれた出産・子育て応援交付金は、まさにその第一歩
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となるものです。

妊娠期からの伴走型相談支援と妊娠・出産時に計１０万円相当を給付する経済的支

援を、実施主体の市区町村が創意工夫を凝らしながら、地域の実情に応じ、全ての妊

産婦に寄り添った面談を定期的に実施するための体制整備や、経済的支援を具体的に

実施していくというものです。

事業実施に向けては、今年度第２次補正予算案に地方交付税の増額が盛り込まれる

など、自治体への財政支援を行う方針です。

核家族化が進み、地域とのつながりが希薄化する中で、孤立感や不安感を抱く妊産

婦・子育て家庭も少なくありません。また、０歳から２歳児は児童虐待の死亡事例の

半数以上を占める一方、保育料無償化の対象が住民税非課税世帯に限られ、幼稚園、

保育所などを利用しない未就園児が約６割に上るなど、相対的に支援が手薄となって

います。

そこで、出産・子育て応援交付金では、妊娠期から伴走型相談支援と経済的支援を

一体的に実施。全ての妊産婦が公的支援につながる機会を確保するとともに、育児用

品の購入など出産準備に当たっての出費や、家事育児サービスの利用等の経済的負担

を軽減します。

子育てのスタートを孤立化させないための伴走型支援が大変重要になってくるもの

と考えます。

幼保無償化によって３歳から５歳までは所得制限がありませんが、０歳から２歳ま

では地方税の非課税世帯ということで所得制限がまだ残っています。また、６０パー

セント以上の方々が未就園児で、御家庭で子供を育てているという現状で、経済的支

援は受けておらず、手薄になっています。伴走型支援とともに、経済的な支援を合わ

せた形で実施していくことになります。

市町村の手挙げに基づく任意事業ということになっていますが、この制度は、１回

限りではなく来年度以降も継続的に実施する事業となります。

今年度の２次補正予算より創設をするため、自治体でしっかりとプランを作り上げ

て、年度内の事業開始に向けてスピード感を持って取り組む必要があります。一方

で、来年度以降も継続的に実施することとなっているため、それを見据えた制度設計

も重要になってくるものと考えます。
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１１月２２日に行われた自治体への説明会を受け、本市での事業実施の考え方につ

いてお伺いいたします。

本市においては、おがっこネウボラで一人ひとりに寄り添った充実した子育て支援

をしていただいておりますが、妊娠や出産準備に伴い必要とされる出費への経済的支

援や、産前・産後ケア、一時預かり、家庭援助サービスの利用支援等を行うことは、

子育て支援を持ち望む方々にとって大きな意味があるのではないでしょうか。これま

での取組を生かしながら、さらなる充実の子育て支援策、制度の構築を図っていただ

きたいと考えるものです。以上のような観点から、以下質問いたします。

質問１点目、自治体への説明会を受け、事業実施の考え方について。

２点目、出産・子育て応援交付金を活用した支援策の推進について。

次に、９価ＨＰＶワクチンの定期接種化対応について。

子宮頸がんの発症予防を目的としたＨＰＶワクチンについて、本年４月より定期接

種対象者への積極的勧奨が９年ぶりに再開されました。また、積極的勧奨差し控えの

期間に定期接種年齢を過ぎてしまった女性に対しても、再度接種機会を設けるキャッ

チアップ制度も開始されました。

勧奨差し控えの期間も長かったので、戸惑いや不安のある方も少なくなくないと考

えます。しかし、子宮頸がんは日本では年間に約１万１，０００人が罹患し、約２，

９００人が亡くなっており、女性にとって命に関わる疾患です。

厚生労働省は、「２０歳代から罹患者数が増え始め、３０歳代までに年間約１，０

００人の女性が治療で子宮を失い、妊娠ができなくなってしまいます」と注意を促し

ています。

ＨＰＶワクチン接種は、まだ再開されたばかりではありますが、今後も引き続き、

市民の心に寄り添った丁寧な対応を望むものです。

そこで、まずは本市での積極的勧奨再開に当たり、定期接種対象者及びキャッチ

アップ対象者への周知は、いつ頃どのように行ったのか。今年度直近までの接種率は

どのようになっているのか。積極的勧奨再開に伴う対応と現状について、お伺いいた

します。

現在、定期接種やキャッチアップ制度で使用できるＨＰＶワクチンは、２価ワク

チンと４価ワクチンとなっています。子宮頸がんになりやすい１６、１８型ＨＰＶの
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感染を予防し、子宮頸がんの約６０から７０パーセントを防ぎます。

これらのワクチンよりも高い感染予防効果があるとされる９価ＨＰＶワクチンにつ

いて、厚生労働省は、来年４月１日から定期接種とする方針であることが報道されて

おります。９価ＨＰＶワクチンでは、さらに３１、３３、４５、５２、５８型のＨＰ

Ｖが予防できるようになり、約８０から９０パーセントの子宮頸がんを防ぐことがで

きます。

定期接種として予防効果の高い新しいワクチンも使えるようになることは、対象者

にとっては接種を検討するための大変重要な情報だと考えます。そこで、９価ＨＰＶ

ワクチンと定期接種化の対応についてお伺いいたします。

９価ＨＰＶワクチンの効果や安全性について、９価ＨＰＶワクチンの定期接種化に

伴う本市の対応と対象となる方々への周知方法についてお伺いいたします。

女性は、これまでにも小学校６年生から高校１年生相当を対象に、ＨＰＶ感染症を

防ぐＨＰＶワクチンの定期接種が実施されており、公費により無料で接種できまし

た。また、男性も２０２０年１２月に厚生労働省が「４価ワクチン」を認可し、全額

自費で接種が可能になりました。男性が接種する場合は全３回で５から６万円ほどか

かるといいます。

青森県平川市では、男性がＨＰＶワクチンを接種することにより、ＨＰＶが原因と

される男性特有の病気の発症を防ぐほか、男女間でＨＰＶの行き来を防ぎ、パート

ナーの健康と命を守るとともに、社会全体のＨＰＶ感染率を低下させ集団免疫を獲得

することを目的として、今年８月１日より、全国初となる男性のＨＰＶワクチン接種

費助成事業を開始しています。１回の接種につき１万６，７７５円を上限として、３

回接種分まで助成しています。

本市においても、若者の健康と命を守る取組として、男性へのＨＰＶワクチン接種

に助成をすべきと考えますが、見解をお伺いいたします。

質問項目１点目、積極的勧奨再開に伴う対応と現状について。

２点目、９価ＨＰＶワクチンの効果や安全性について。

３点目、定期接種化に伴う本市の対応と対象となる方々への周知方法について。

４点目、男性へのＨＰＶワクチン接種の助成について。

以上の見解をお伺いいたします。
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○議長（小松穂積） 答弁を求めます。菅原市長

【市長 菅原広二 登壇】

○市長（菅原広二） 進藤議員の御質問にお答えします。

御質問の第１点は、ＬＰガスに対する支援策についてであります。

議員御指摘のとおり、国では、ＬＰガスの原料となるプロパンは、都市ガスの原料

であるＬＮＧと比べ価格が安定しており、今後大きな上昇を見込んでいないこと、ま

た、全国約１万７，０００社あるＬＰガス事業者を通じた直接的な料金軽減策は執行

が難しいことから、遠隔自動検針に対応したメーターや配送車両などの導入経費を支

援することとしております。

実際、家庭用のＬＰガス料金は、１年前と比べて値上がり幅が１割程度と、電気等

に比べて低く推移しており、国では中期的にも価格の安定が図られると見込んでおり

ます。

今般の電力・ガス・食料品等の価格高騰を踏まえ、市では、特に家計への影響が大

きい低所得世帯に対して、国・県と協調し６万５，０００円の給付金を交付すること

としており、ＬＰガスに特化した支援については考えておりません。

御質問の第２点は、出産・子育て応援交付金についてであります。

まず、事業実施の考え方についてでありますが、議員御指摘のとおり、核家族化が

進み、地域のつながりが希薄となる中で、孤独感を抱いたり不安感に襲われたりする

妊婦・子育て家庭も少なくないことから、全ての妊婦と子育て家庭が安心して出産・

子育てができる環境の整備は、今後ますます重要になってくると考えております。

こうした中、先日行われた国の事業説明会では、妊娠期から子育てまで、一貫して

困り事の相談に乗る伴走型支援の充実と、妊娠届出時に５万円及び出生届出後に５万

円、合計１０万円の経済的支援を一体的に行うことで、支援の実行性が高まるとの説

明がありました。

本市においては、これまでも、おがっこネウボラを設置した当初の思いを忘れず

に、一人ひとりに寄り添い、面談、家庭訪問、必要な機関との連携など、切れ目のな

いサポートを実施しているところであり、このたびの経済的支援事業と一体的に取り

組むことで一層手厚い子育て支援につながるものと考えております。

引き続き、円滑な実施に向け、情報収集等に努めてまいります。
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なお、出産・子育て応援交付金の給付方法については、クーポンか現金か、また、

使途につきましても、ベビー用品の購入から検診のための交通費、各種サービスの利

用券など幅広く想定されますので、地域の現状や妊産婦の要望も聞きながら検討して

まいります。

御質問の第３点は、９価ＨＰＶワクチンの定期接種化対応についてであります。

まず、積極的勧奨再開に伴う対応と現状についてでありますが、本市では今年７月

より、定期接種対象者、キャッチアップ接種対象者への周知を開始しており、市広報

の７月号と１１月号で関連情報を提供しているほか、ホームページに詳しい情報を掲

載しております。

１０月末時点の接種状況は、定期接種で２８回、キャッチアップ接種が４２回と

なっており、特にキャッチアップ対象者の接種数が伸び悩んでいることから、改めて

キャッチアップの制度と予防接種の意義を認知いただけるよう、ＳＮＳ等も活用し周

知に努めてまいります。

また、９価ＨＰＶワクチンの効果は、２価・４価ワクチンと比べて子宮頸がんの罹

患率や死亡率がより減少すると期待され、安全性についても、接種部位の腫れ・痛み

などの症状が出ることは多いものの、頭痛や発熱等の全身症状は同程度であるとされ

ています。

このため、国の実施方針が決まり次第、本市においても令和５年４月からの定期接

種実施に向けて準備を進めるとともに、対象者への個別通知および広報を行ってまい

ります。

なお、男性へのＨＰＶワクチンの助成につきましては、昨年の１２月定例会でもお

答えしているとおり、現在のところ任意接種でありますので、今後の国や他市町村の

動向を注視してまいります。

以上であります。

○議長（小松穂積） 再質問ありませんか。１０番進藤議員

○１０番（進藤優子議員） ありがとうございました。

まず、ＬＰガスに対する支援策についてですけれども、今、市長が言われたよう

に、国も言ってるように、プロパンの価格が比較的安定していて、大きな上昇ではな

いということで、今１割程度上がっているというふうなお話がございました。ガスに
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関してはそうですけれども、今、電気にしても東北電力が３０パーセントですか、値

上げを申請したとか、あと食品についても、この１２月は少し抑えられるようですけ

れども、この春にかけてまた４，０００品目以上の値上がりがあるということで、

年々様々な部分で家庭を、食費であれ光熱費であれ逼迫しているというのが、だん

だん上がってきているというか、大変な状況になってきているのだなというそういう

中で、電気の支援、ガス、都市ガスについての支援、男鹿市のガスもそうですけれど

も、こうした支援を受けられる方々にとっては非常に負担軽減という部分で非常にあ

りがたいものだと感じていただけるのではないかなと考えるところです。

ただ、電力に関しては３０パーセント、認められるのがどれくらいの幅になるかは

分からないですけれども、実質、今この２，８００円程度上がるとまた前と同じよう

な感じなのかなというふうなことも考えられるわけです。

そうした中でＬＰガス１割程度、しかも事業者もたくさんあって、そこに支援を届

けるのは難しいという、そこも非常に分かる部分ではございますが、今、男鹿市に１

万２，０００世帯強ある中で、市のガスを使われている方は９，０００世帯くらいで

しょうか。３，０００世帯ぐらいの方が、電気を使っている方もいらっしゃるでしょ

うから、オール電化とかの方もいらっしゃると思いますけれども、少なからずもＬＰ

ガス、プロパンガスを使っている方がいらっしゃる。また、本市にあっては、加茂地

区もそうなのかなというふうに思います。そういった方々に、例えその上がっている

ものが１割程度であったにしても、都市ガスのように、ここで皆さん使っているとい

うことが把握できるわけではなくて、同じプロパンガスの事業者を使っているわけで

もないので、なかなかその支援策というのは難しいのかもしれないですけれども、そ

の１割というか上がっている幅が分かるのであれば、昨年の領収書であったりそう

いったものを提示していただくことによって、その料金の割引とか何かそういった形

ができないものかなと思ってまず今回質問させていただいたわけですけれども、今そ

ういった対応は考えていないのだということでございました。ただ、加茂地区、同じ

男鹿市にあって加茂地区もガス、市のガスが通ってなくてのプロパンガスの使用とい

うことになったときに、そこに対する支援は考えられないのかなということを非常に

強く思いますので、その点に関してもう一度お聞かせいただけたらと思います。

出産・子育て応援交付金については、まず国の説明を受けて、これから前に進んで
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いっていただけるようであります。そうした中で、男鹿市では生まれる子供も年間７

０人ぐらいということで、非常に顔の見える支援というものを今までもおがっこネウ

ボラを通して非常に手厚い支援をしていただいてきたのではないかなというふうに

思っているところでございます。

そうした中で、こうした今回の子育て応援交付金について、経済的な支援が加わる

ということで、非常にお子様を産み育てる方々にとっては非常にありがたい部分に

なっていくのではないかなというふうに考えるところでございます。

１２月２日に国の第２次補正予算が成立しましたので、実際に動き始めるのはこれ

からという形になっていくと思います。先ほど給付方法についてもクーポンなのか現

金なのか、それらも含めて、これから検討していくということでございましたが、年

度内の事業実施に向けて動いていただくというような形になると思いますし、今年の

４月からお子さんを出産した方々も対象になるという事業ですので、どうかその制度

設計、非常に短い期間での制度設計になると思いますけども、そこをうまく進めてい

ただけたらなというふうに思っているところでございます。

今までも、これ、説明会の中にあったようなその事業というのは、本当に男鹿市で

も全てやっていただいている部分なのかなというふうに感じているんですけども、そ

の伴走型って今まで面談であったりとかそういったものを増やしていく、面談から支

援につながるというようなこと、今までもあったかと思うんですけれども、妊娠届を

出したときにまず一旦恐らく面談はしていただいているものであろうと思います。そ

うした中で、出産まで何事もなく進んでいく方々にとっては、その後やはり行政とつ

ながることがないというか、例えば悩んでいらっしゃる方がいても、なかなか届きに

くいという中で、相談体制が、回数なのか充実していくことが、そういった全く今ま

でつながることがなく困っていた方々というか、そういった方々にも届くのかなとい

うふうに考えているんですけれども、その相談体制というのはどういった形で強化と

いうんでしょうか、していかれるのか、実際、制度を考えていただくのはこれからに

なるかと思いますけど、そこの一点だけまずお伺いしたいと思います。

９価ＨＰＶワクチンについてですけれども、１１月末現在、定期接種が２８回、

キャッチアップが４２回で、キャッチアップのほうがあまり進んでいないのだという

ふうなお話がございました。
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この通知をしていただいて、予防接種を受ける受けないの判断というのは、実質的

には小学生とかであれば、親御さんがされるものなのかなというふうに思います。こ

れ非常に接種するかしないか、そのときはまずあれでしょうけれども、がんになって

発症するまでは１５年から２０年という長い期間がかかるわけです。そうした中で、

まず今その２価・４価のワクチンが、来年度からその９価ワクチンになるのだという

ときに、対象年齢が今年度で終わる方は別として、来年度からその接種をしようかと

思っている方々には、早い時点で９価ワクチンも選択肢に入っているのだということ

を伝えていただくことが非常に重要だと考えます。やってしまったというか、まず接

種していただいた、２価・４価ワクチンを接種していただいた後にこの９価ワクチン

を打ちたいってなったときに、現行では混合接種というのはまだ認められていないよ

うですので、９価ワクチンに対する情報を、４月から始めるように進めていっていた

だけるというお話でしたけれども、その前のというか、今もう随分早い段階で、その

対象になっている方々に９価ワクチンの選択肢があるのだということを、まずはお伝

えしていただきたいというふうに思うわけですけれども、そこら辺についての考え方

をもう一度お伺いしたいと思います。

キャッチアップの方々に、ＳＮＳとかいろいろ活用して接種していただくように働

きかけていくというふうなお話がございました。そのキャッチアップ世代になるんで

すけれども、さきがけ新聞にちょっと載っていた秋田大学の研究チームがＨＰＶワク

チンの意識調査をしたというふうな、ちょっと興味深い報道がありました。それにも

やはりＳＮＳを有効に活用していただきたいというのが載っていたわけですけれど

も、この接種する意向がないという方々の理由をちょっと聞いたというふうなことが

あったんですけれども、女性でまず多かったのは「副反応が心配」、「親が賛成しな

い」、男性は「接種の必要がない」、「男性も感染すると知らなかった」というふう

な、こういったこともございました。女性にとっては判断材料となる情報を、まず保

護者を含めて伝えていくということが非常に大事なのかなっていう部分と、男性には

罹患の可能性やワクチンの必要性を知らせることが接種率を上げる鍵になるのだろう

というふうなことがございました。その中で、こうした若い方々に対してＳＮＳを

使って情報を何回も発信したところ、予防注射を打とうとかその意識が変わってきた

というふうなこともございました。多分この周知、対象になる方々、キャッチアップ
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の世代の方にも、通知をしていただいているとは思うんですけれども、そこでまず１

回で、よしやろうという判断になった方々は接種していただいている方だと思うんで

す。そうでない方々には、再度の通知っていうんでしょうか、まずこの９価ワクチン

もできるのですっていう部分も含めて再度の通知が非常に必要になってくるのではな

いのかなと考えるわけですけれども、個別通知、広報を行っていくというふうな先ほ

ど周知方法についてはございましたけれども、具体的にはどういった形で進めていく

ことを想定していらっしゃるのか、その辺についてお伺いしたいと思います。

後に、男性へのワクチン助成についてですけれども、昨年の１２月定例会で古仲

議員が質問したときに、今回、市長が答弁されたことと全く同じことを答弁されてい

たなというふうに思って聞いておりましたけれども、いずれ男鹿市においては本当に

高齢化率が非常に進んでおります。そうした中で若いその生産年齢世代に当たる方々

が非常に少ない。ましてこのワクチン接種に当たる年齢の方々というのは、人数的に

考えても非常に少ないのではないかなって思うわけです。そうした方々が男鹿市で頑

張っていらっしゃる方々のその命を守る取組、確かにワクチン接種料金高いですけれ

ども、男鹿市ではこうして若者を守っていくんですよというふうなそのぐらいの、他

自治体がどうとかではなくて、思いをもって取り組んでいただきたいなっていう要望

も含めてですけども、そこについてももう一回お聞かせいただけたらと思います。

○議長（小松穂積） 佐藤企業局長

【企業局長 佐藤孝悦 登壇】

○企業局長（佐藤孝悦） 私からは加茂地区のガス料金に対し、補助ができないかとい

うことについてお答えいたします。

先ほど市長答弁にもありましたように、ＬＰガスは都市ガス原料のＬＮＧに比べ価

格が安定しており、今後大きな上昇を見込んでいないことから今回の政府支援から除

外されております。

上昇を続けている原料費調整額は、ＬＰガスについては 近、下降傾向が見られて

おります。また、公営企業法では独立採算が原則であることから、今回、政府からの

支援のない加茂地区のＬＰガスに独自に補助することは考えておりません。どうか御

理解のほどよろしくお願いします。

○議長（小松穂積） 伊藤市民福祉部長
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【市民福祉部長 伊藤徹 登壇】

○市民福祉部長（伊藤徹） お答えいたします。

まず、出産・子育て応援交付金事業についてでございます。

この事業につきましては、この後、年度内に実施するものでございますので、き

ちんと年度内に交付できるように頑張ってやってまいります。

その中の伴走型支援のところで、相談体制はどうなっているかということでござい

ましたけれども、おがっこネウボラを中心にして産前から、妊娠前からの相談を受け

付けているところでございます。産まれた後も乳幼児健診等を通して保護者の方と接

触ございますので、そういったところの機会を捉えて相談に結びつけているという体

制でございます。生まれた後もきちんとフォローの相談は受けているということで

す。

それから、ＨＰＶワクチンの件でございますけれども、こちらについては、やはり

情報提供ということが一番大事であろうというふうに考えております。この後も

キャッチアップ世代の方も含めまして対象年齢の方々には、十分情報が届くように詳

しい情報提供に努めてまいりたいと思います。

９価ワクチン、既に２価・４価のワクチンを１回ないし２回接種してしまった方に

ついても、これは１１月１８日のワクチン分科会の資料ですけれども、その場合でも

医師と接種者等がよく相談した上で９価ワクチンを接種、選択しても差し支えないと

いうことになっておりますので、そういった情報も含めて今後、情報提供に努めてま

いります。

それから、男性への支援についてでございます。

答弁したとおりでございますけれども、若い方の命を守ると、そういう姿勢という

のはやはり大事なところでもございますので、この後も、果たしてその需要といいま

すかそういったものがあるものかどうか、そういったことも含めまして、やはり情報

提供をするとともにそういう情報を収集しながら今後の対応を考えてまいりたいと思

いますのでよろしくお願いいたします。

○議長（小松穂積） 佐藤副市長

【副市長 佐藤博 登壇】

○副市長（佐藤博） 各項目、部長、局長から答弁したとおりでございますけども、一
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点、加茂地区のガスの件ですけども、企業局長の立場からすれば、同じように公営企

業でやっているわけでございますので、ガス、どうするかっていう判断はあると思い

ますけども、議員がどういうふうな思いで、どういう御判断で今、加茂地区はどうす

るのかというふうな御提案をされたかちょっと分かりませんけれども、局長は局長で

企業局としてほかのところは都市ガスやってて、同じ業務をやっている、じゃあプロ

パンの加茂をどうするのかという判断はあると思いますけども、ただ、市といたしま

しては、少なくとも加茂だけ何かするとかということはあり得ません。もしプロパン

ガスについて、市として、市独自に支援しなきゃいけなくなれば、それは加茂に限ら

ずほかのところも、一般のアパートなんかはそういうガスを使ってますし、私の入っ

ているアパートもそうなんですけれどもね、そういうことで、特段加茂だからどうの

こうのという話でなくて、判断は全部一緒でございます。その上でお話したいこと

は、今回は業者さんが多いからやるとかやらないとかの話でなくて、これ国はそうい

うふうなことを理由の一つに挙げてますけども、基本的に国のほうでも、もう著しく

家計に影響があるんで、これは国として何らかの手を打たなきゃいけないということ

で電気、それから都市ガスについて手当てをしたんだと思います。そうした中でプロ

パンにつきましては、値上がりしているのはこれ事実だけれども、そこまでではない

だろうという判断の下に、こうした今のような支援スキームを作ったというふうに私

のほうでは理解してございます。

確かに上がってますし、ほかのいろんな電気料もあるし、食品もあるだろうという

ふうなことで、家計への影響はそれだけじゃなくて相乗効果として影響を受けている

と思います。そのために今回は国なり県なりと合わせ技でですね、６万５，０００円

の低所得者の方々に対して支援することにしたわけでございますので、それになおか

つプラスアルファでプロパンに対して市のほうで何らかの手当てをするということ

は、それ以外は考えていないということでございますので、そこのところは御理解願

いたいと思ってございます。

もう一点、男性へのＨＰＶワクチンですけども、要は国のほうで定期接種にしてい

ないと。内公費に負担を伴う定期接種にしていないと。定期接種の対象になっている

ということは、当然、国として、要すれば社会全体でその疾病に対して、ウイルスに

対して対応しなきゃいけないという判断での集団免疫を獲得しなきゃ駄目だよという
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判断の下に定期接種の対象にしていると思います。今回のこういう任意接種につきま

しては、接種したほうがいいというふうに個人で判断された場合はやってくださいと

いうふうなことでのこれ仕分けだと、基本的にはそう思うんですよね。ただ、定期接

種でなくても任意接種であっても、例えば本市であってもインフルエンザ等につきま

しては、定期接種は６５歳以上の方々、それから子供さんは定期接種になってますけ

ども、一般の壮年の方々につきましては、６５歳以上だけですけれども、ただ、本市

の場合にはそれ以外でも妊婦さんですとか、それから子供さんにつきましては、やは

り影響が心配されるのでというふうなことでやっている例もございます。確か風疹も

その一つだと思いますけども。そういうことで、基本的にはやっぱり任意接種は、そ

れぞれの御判断でやってもらうということで、国のほうの判断にやっぱり準ずるべき

でないかなと思ってございます。ただ、今、議員がおっしゃったように、若者を守る

という別の観点も確かにないわけではございませんので、そういった点につきまして

は、もう一度検討してみたいというふうに思ってございますけども、基本的な考え方

は先ほど申し上げたとおりでございますので、御理解を賜りたいというふうに思って

ございます。

○議長（小松穂積） さらに質問ありませんか。１０番進藤議員

○１０番（進藤優子議員） ありがとうございました。言っていただいていることは、

よく理解できますけれども、それでも何かやっていただきたいというふうな思いが

あって質問させていただいた部分ではございました。

ＨＰＶワクチンのことについてですけれども、先ほど子供さんたちに関しては判断

が、親御さんの判断に委ねられているのだろうなというふうな部分をちょっとお話を

させていただいたんですけれども、ちょっと観点違うくなるかもしれないですけど

も、今、学校でがん教育の充実であったりとか様々なことで外部講師を招いたりとか

ということで、正しいがんの知識を学ぶような機会とかっていうのも設けられている

のではないかなというふうに思います。そうした中で、知識を得たことによって子供

さんたち本人、学んだことで、子宮頸がんってこういう病気なんだなとか、それに親

御さんたちも一緒に来て聞いていただくことによって、その情報的なものは接種する

判断材料になったりとかということもあり得るのではないかなというふうなことも思

いますので、そうした機会がもしありましたら、そういったことも考えていただいて
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もよいのではないかなという、これは私の考えですけども、それをお話をさせていた

だきました。

いずれ様々制度とか行政で行っているものというのは、今、私が質問したこと以外

にもいろいろ制度ってあるんですけれども、行政のサービスも住民のニーズにいかに

迅速に対応できるかで、その評価が左右されてくるものだと思います。様々な支援策

あるんですけれども、本当に市民の皆様の要望をいち早くキャッチしていただいて、

いろんな部分でスピーディーに取り組んでいただきたいなと思うものです。

このワクチンに対してもそうでしたけれども、様々な情報を広報、ＳＮＳ、いろん

な形で周知とか発信をしていくんだというお話もございました。でも広報の遅れや使

い勝手の悪さで、その制度を必要とする方々が活用できていないという部分も、なき

にしもあらずなのかなというふうにも考えております。それはまたそれで、せっかく

発信していただいているもの、ほしい方に届かないという部分は非常に重要な部分だ

と思いますので、誰も置き去りにしないというその一点で、必要な方に必要なものが

届くような形で広報等も充実していただければと思いますのでよろしくお願いいたし

ます。答弁はいいです。終わります。

○議長（小松穂積） １０番進藤優子議員の質問を終結いたします。

次に、１４番小野肇議員の発言を許します。なお、小野肇議員からは、一問一答方

式によりたいとの通告がありますので、これを認めます。１４番小野議員

【１４番 小野肇議員 登壇】

○１４番（小野肇議員） 皆様、お疲れさまです。市民クラブの小野肇でございます。

傍聴席の皆様、日頃から市政に関心をお持ちいただき誠にありがとうございます。一

般質問２日目、 後の登壇となります。お疲れのところ、もうしばらくお付き合い願

いたいと思います。

また、今１２月定例会での一般質問の機会を与えてくださいました関係各位の皆様

に心から感謝申し上げます。

長引くコロナ禍や物価の高騰により、市民生活も厳しさを増しておりますけれど

も、サッカーワールドカップの侍ブルーの活躍が明るい話題であります。海外で活躍

する若い選手たちが、世界トップクラスの相手にひるまず戦う姿に感動し、そして元

気をもらいました。この若い選手のプレーを見て、日本の若者の将来に希望を抱き、
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チャレンジ精神にあふれ、そして活躍する社会が、若者の力により実現できることで

しょう。

それでは、通告に従いまして大きな項目三つの質問をいたします。

はじめに、冬季における市民サービスについてお聞きします。

季節も秋から冬に移り変わり、新型コロナウイルス感染症が再び感染拡大の状況に

あり、第８波として先行きが危ぶまれる状況にあります。改めて一人一人の基本的な

感染対策の徹底と事業者の感染リスクを引き下げる適切な対策を行い、できる限りの

社会経済活動の維持と医療の逼迫の回避を両立できるよう取り組んでいくことが必要

です。

また、物価高騰は一向に収まらず、家計負担はますます増えております。気温の低

下に伴い、暖房にかかる燃料費も増加の一途です。市民は今年の燃料費がどのくらい

になるか今から不安でいっぱいです。

新型コロナウイルスとインフルエンザのツインデミックの感染予防には、ワクチン

接種はもちろん必要でありますが、室内の適正温度の確保と換気も必要だからです。

さらには道路の除排雪も市民にとっては関心事です。今年の降雪量はどうか、除雪は

しっかりやってもらえるのか心配だと思います。 近の大雨などによる異常気象を起

因とする災害の発生が増加していることから、降雪による災害や事故が起きないよ

う、降雪量や積雪が増えないよう切に願うものでございます。

室内においても冬季のトラブルは起こります。水道管の凍結やガスメーターの凍結

などです。基本的には業者対応かと思いますが、迅速に対応してもらえないとの声を

聞きます。凍結への注意喚起は防災無線等で毎年行っているようですが、いざ凍結し

た場合の設備業者への指導はどうでしょうか。そこで質問いたします。

１、現在、市民の暮らしは長引くコロナ禍、物価高騰、低賃金、年金の減少によ

り、生活氷河期ともいうべき深刻な状況に直面しております。効果的な経済対策の実

施が急務であることは論をまちません。こうした状況を受けて、政府は物価高克服・

経済再生実現の総合経済対策を決定し、これに基づき総額２９兆円規模の令和４年度

第２次補正予算を編成しました。本市でも低所得者や子育て世帯、障害者支援施設等

に給付金の支給や助成を行う予定であります。市民は今年の冬を越すのに困窮してお

ります。冬季の燃料代の購入費の一部を市独自で助成し、その負担を軽減するお考え
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はないか伺います。

２、人口減少や高齢化により建設業界での成り手が不足しているとお聞きします

が、本市の今年度の除雪業者と従事者、除雪に必要な機器類は足りているのか、ま

た、降雪量によって増員の予定はあるのか伺います。

３、除雪は朝早くから限られた人員と除雪機械で対応し、頭の下がる思いでありま

すが、特に交通の支障となる道路の交差点に積み上がった箇所が視界を遮り、危険な

場合があります。市民から苦情が寄せられる前に排雪をしていただくとありがたいの

ですが、歩行者と自動車運転者の危険度が増す交差点の除排雪は、誰が判断し、排雪

を行っているのか伺います。

４、他市ではスマホアプリを活用して除雪の見える化を図っておりますが、本市で

の取組について伺います。

５、厳冬期の水道管についてでありますが、 低気温が氷点下４度を下回ると、凍

結や破裂する可能性があります。企業局でも予防策を広報などを通じて注意喚起を

行っておりますが、一度凍結すると、やはり頼りになるのは設備業者さんです。とこ

ろが、業者さんにお願いしても、なかなか来てもらえない、場合によっては数日かか

るとの声を聞きます。このことから、凍結件数より対応できる業者が絶対的に不足し

ているのではないかと考えます。市として指定工事店に工事の許可を行っていること

から、対応の遅れについて業者指導のお考えを伺います。

次に、２番の新型コロナ臨時交付金の事業効果についてお聞きします。

新型コロナ臨時交付金は、新型コロナウイルスの感染拡大防止及び感染拡大の影響

を受けている地域経済や住民生活の支援を通じた地方創生に資する事業とされており

ます。

会計検査院は、コロナ禍で生活や事業に困窮した市民や事業者支援のため、国が地

方自治体に交付した地方創生臨時交付金が本来の目的と異なって使われていると報告

いたしました。同交付金は２０２０年４月に創設され、令和４年９月の閣議決定まで

の予算額で１６兆３，７６０億円が交付され、今年度も交付は続いております。

原則として使途は限定されなかったため、公用車購入などにも充てられ、コロナと

の関係を疑問視する声が出ておりました。

検査院は、２０年度の交付額が大きかった都道府県２４と９６５の市町村、合わせ
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て４万５，４６９事業、交付額で３兆４，０５８億円を検査し、約７億円が不適切

だったと指摘しております。その指摘内容は、まずは水道料の減免で、警察署など公

共施設の水道料も減免し、総額１億１，６１６万円、次に商品券配布で、換金のため

に交付した前払金が商工会などに滞留で、総額６，６９５万円、さらに信用保証料補

助で企業の融資金返済で不要になった補助金が自治体側に滞留で、総額５億４，７５

０万円となっており、検査院は内閣府や総務省に対し、再発防止のための規定整備を

求めました。

また、地方創生臨時交付金の活用状況を自治体自らが検証、公表する体制を十分に

とっていなかったことも指摘しております。この交付金は貴重な国費であることか

ら、効果的・効率的で必要なところに支援が行き届き、併せて地域経済の活性化等に

波及するよう有効に活用したいものでございます。そこで質問いたします。

１、本市で行ったコロナ臨時交付金の使途と効果検証について伺います。

①２０２０年度から２０２２年度におけるコロナ臨時交付金の使途は、どのような

ものであったか。

②交付金事業の効果検証については、コロナ交付金の使途に制限はないとされてい

ることを踏まえると、地方公共団体において実施した交付金事業が新型コロナ感染症

への対応として効果的な対策であり、地域の実情にあわせて必要な事業として実施し

たことなどについての説明責任を果たすとともに、今後の交付金事業を適切に実施す

る上でも重要であると考えますが、本市では効果検証と情報公開は行っております

か。

２、会計検査院が公表し、指摘した事項について伺います。

①水道料減免や商品券配布、信用保証料補助の事業は本市で行いましたか。

②上記の公共施設の水道料減免など会計検査院の指摘に該当するものはあったか伺

います。

後に、３番の個人番号カード交付事業についてです。

９月定例会でマイナンバーカードの普及促進を図るため、商業施設等における申請

受付事務を民間業者に委託するなど、取得率向上に向けた取組を強化するとのことか

ら、２，４０３万９，０００円の第５号補正予算を組み、８月１４日付で４７．２

パーセントの申請率を年度末で８０パーセントに引き上げる目標を掲げました。
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委託業者も決まり、現在は申請業務に努力を続けていると思われますが、現在の進

捗状況をお聞きいたします。

１、政府は来年度の地方交付税の算定に各自治体のマイナンバーカード交付率を反

映させる方針を示しております。また、デジタル田園都市国家構想交付金の一部につ

いて、カード交付率が全国平均以上であるとするなど、交付金の採択に当たって交付

率を勘案しようとしておりますが、現在のマイナンバーカードの普及率と年度末８０

パーセントの目標達成は可能かお伺いいたします。

２、厚生労働省は医療機関などに対し、原則として来年度からマイナンバーカード

を保険証として利用できるシステムの導入を義務付けておりますが、１０月２日現在

でシステムの運用を始めている医療機関や薬局は３３．５パーセントにとどまってお

ります。厚生労働省は、導入にかかる費用への補助額を増やすなどして整備を促して

いくとしていますが、男鹿市周辺の医療機関のマイナンバーカードの読取り機器の導

入状況はどのようなものか伺います。

３、マイナンバーカードを健康保険証として登録している人は、１０月２日の時点

でおよそ２，４８０万人と全国民の２割にとどまっていますが、本市の申込み状況は

どうか伺います。

４、平成２８年１月からマイナンバーカードの交付が開始されておりますが、カー

ドの有効期限は発行日から１０年、未成年は５年、電子証明書は５年が期限となって

おります。２０２２年度中に期限を迎えるカードはありますか。また、２０２３年度

はどうですか、伺います。

５、今後更新を迎えるカードや電子証明書の有効期限通知は、どのように行うの

か。更新場所と更新申請も委託するのか。それには国の支援はあるのかお伺いいたし

ます。

以上、３項目の質問をいたしました。

御静聴ありがとうございました。

○議長（小松穂積） 答弁を求めます。菅原市長

【市長 菅原広二 登壇】

○市長（菅原広二） 小野議員の御質問にお答えします。

御質問の第１点は、冬季における市民サービスについてであります。
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まず、全市民に対する燃料代の支援についてであります。

既に９月補正予算で措置した低所得世帯への１万５，０００円の給付金について

は、ほとんどの方に支給済みでありますが、今回は、昨年、非課税高齢者世帯等へ

６，０００円を助成した、いわゆる福祉灯油に比べて、支援額、支援対象とも拡充し

た内容となっております。

これに加え、国の総合経済対策では、全ての世帯を対象に光熱費と燃料代の家計負

担を標準世帯で４万５，０００円程度軽減する支援を講ずるとしていることから、市

独自に燃料代の支援を追加で実施することは考えておりません。

次に、除雪業者や機器類の充足状況と降雪量による増員の予定についてでありま

す。

道路の除排雪作業は、冬季間の道路交通の安全確保を図る上で極めて重要であり、

市民の関心が高いことも十分認識しております。

今年度の除雪体制は、除雪業者数３６社、除雪機械は９５台としており、昨年度に

比べ、業者数で３社、除雪機械で５台増やし体制の拡充を図っており、必要量は満た

していると考えております。

また、降雪量による増員については、積雪が警戒積雪深を超えて、なお連続して降

雪が予想される場合には、「豪雪災害対策本部」を設置し、体制を強化することとし

ており、その中で増員拡大について検討してまいります。

次に、交差点の除排雪についてであります。

交差点付近の除雪作業で積み上がった箇所は、車両や歩行者の安全な通行に支障を

来たし、重大な事故にもつながる恐れがあります。そのため、市では職員によるパト

ロール、通行者や市民等からの情報提供などを受け、現地調査を行い、排雪が必要と

判断した場合は、業者へ速やかに排雪作業を指示し、安全確保に努めております。

次に、スマホアプリによる除雪の見える化についてでありますが、秋田市では、今

シーズンから除雪予定箇所がスマホで確認できるなど、よりきめ細かな情報提供に取

り組んでいることは承知しております。

確かに除雪作業の見える化も市民サービスの一つと考えておりますが、果たして、

県内では雪の少ない本市において、優先すべき取組なのかどうか、システムの導入経

費やランニングコストなどを踏まえ、費用対効果を十分見極めながら導入の可否を検
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討したいと考えております。

次に、冬季間の水道管の凍結に対する対応についてであります。

企業局では、毎年、水道管の凍結防止に係る自衛策を講じるよう市民の皆様に対

し、凍結しやすい場所や水道管の保温対策、凍結した場合の対応等について市広報で

周知しているほか、低温注意報の発表など、気温の低下が著しくなる場合には、防災

無線により注意喚起を行っております。

また、業者に対しては、日頃から給排水等の修繕依頼について速やかに対応するよ

う働きかけておりますが、複数の依頼が特定の業者に集中することにより、対応が追

いつかないものと思われます。

そのため、企業局にお問合せがある場合は、対応可能な業者を紹介しております。

今後も市民への情報提供の充実を図り、凍結解消の支援に努めてまいります。

御質問の第２点は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の事業効果

について、まず、臨時交付金の使途と効果検証についてであります。

令和２年度に創設された地方創生臨時交付金は、新型コロナの影響をより深刻に受

けている方々を重点的かつ効果的に支援することを基本に、様々な生活支援や事業者

支援及び感染症対策の財源として活用してまいりました。

令和２年度・３年度の臨時交付金の総額は約９億１，３００万円で、その使途の内

訳は、事業者支援として、宿泊事業者への支援やプレミアム付商品券の発行など２８

事業に約５億５，１００万円、感染症対策として、児童・生徒に１人１台のタブレッ

ト端末の整備など３０事業に約３億２，３００万円、生活支援として、子育て世帯へ

の商品券配付や学校給食費の免除など４事業に約３，９００万円となっております。

また、今年度は、今議会に提案中の事業も含め、総額約４億５，５００万円で、事

業者支援として、観光・運輸・農林漁業者等に対するエネルギー高騰分への支援や肥

料価格高騰への支援など２２事業に約３億１，８００万円、感染症対策として、みな

と市民病院の医療機器導入など２事業に約３，７００万円、生活支援として、低所得

世帯や子育て世帯への給付金支給など４事業に約１億円となっております。

こうした各般にわたる事業を実施したことにより、コロナの影響を 小限に抑える

ことができていると認識しております。今後も経済情勢等を見極めながら、市民生活

や事業者の状況に応じて支援策を講じ、このコロナ禍及び物価高騰を乗り越えるべ
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く、全力でサポートしてまいります。

なお、交付金事業の効果検証と情報公開につきましては、各事業を所管する各部署

において、成果と課題、今後の方向性などを評価し、市のホームページで公表してお

ります。

また、会計検査院が指摘した事項につきましては、本市でも同種の取組を実施して

いるものの、今回指摘されたような不適切な事務処理は行っておりません。

御質問の第３点は、個人番号カード交付事業についてであります。

まず、現在の普及率についてでありますが、本市における１１月２０日現在の状況

は、申請率が６５．２パーセントで、県内２５市町村中第４位、交付率が５３．７

パーセントで第５位となっております。これを県平均と比較すると、申請率、交付率

とも上回っているほか、国との比較でも交付率で上回っております。

市では、申請手続をより身近で行えるよう、市内事業所や町内会、商業施設、ワク

チン接種会場、市内高等学校などへの出張申請を行ってまいりました。

さらに１１月からは、高齢や障害等により来庁が困難な方を対象に個人宅への出張

申請を開始したほか、市内商業施設等における申請サポート業務を民間事業者へ委託

するなど、普及促進の取組を強化しております。

今後もこれまでの取組にさらに拍車をかけ、目標の達成に向けて全力で取り組んで

まいります。

次に、医療機関におけるマイナンバーカードの導入状況等についてであります。

マイナンバーカードの健康保険証としての利用が可能な医療機関数は、１１月２０

日現在、男鹿市が１５か所で、病院、歯科医院、薬局等の医療機関全体のうち、おお

よそ４割程度で導入されております。男鹿市周辺にあっては秋田市が２７８か所、潟

上市が１２か所、能代市が５９か所、南秋田郡が１６か所となっております。

カード取得者のうち健康保険証としての申込み状況は、全国で約４７パーセントで

ありますが、市区町村別の状況は公表されておりません。

また、令和４年度中に有効期限を迎える件数は、カード、電子証明書で、それぞれ

１１件、１８９件、令和５年度中に有効期限を迎える件数は、カード、電子証明書

で、それぞれ５４件、３２７件となっています。

こうしたカード等の更新につきましては、有効期限の２か月から３か月前を目途
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に、地方公共団体情報システム機構より更新手続の通知書が送付されます。

現在のところ、更新件数は限られているため、市役所、いとく市民サービス窓口、

若美支所で対応しておりますが、５年後には、今年度新規に登録した方々が更新を迎

えることから、郵便局等への事務委託について検討する必要があると考えておりま

す。

なお、事務委託に係る費用については、国のマイナンバーカード交付事務費補助金

を充てることができるものと考えております。

以上であります。

○議長（小松穂積） 暫時休憩いたします。

午前１１時５５分 休 憩

午前１１時５５分 再 開

○議長（小松穂積） 再開いたします。

喫飯のため午後１時まで休憩いたします。

午前１１時５５分 休 憩

午後 ０時５９分 再 開

○議長（小松穂積） 休憩前に引き続き会議を開きます。

再質問ありません。１４番小野議員

○１４番（小野肇議員） お昼からの再質問ということで、私今回３回目の質問です

が、３回ともやはりこの昼を越して質問という、この体制がもう確立されているのか

なというような感じがいたしますけれども、まずは皆様、御飯食べてちょっと眠いと

ころとは思いますが、ひとつよろしくお願いいたします。

まずは冬季間の燃料代を市独自で助成する予定はないかということで、市長の答弁

の中で考えていないという答弁でございました。今回、できましたら検討していると

か、そのような答弁があれば再質問する予定はなかったわけでございますけれども、

９月議会でも同僚議員の質問、また、今回も太田議員、船木議員、進藤議員も趣旨は

違いますけども、補助はしていただけないかというような趣旨の質問がございました

ので、あえて私も今ここで同様の質問をしたいと思います。
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説明するまでもなく、新型コロナウイルス感染症の影響の長期化と物価高騰が進ん

でいる現下の状況を考えればですね、やはり迅速で効果的な経済対策の実施は避けら

れないのではないかというのは、皆さん同じような認識だとは思います。そこで、ほ

かの自治体の中には燃料価格や物価高騰に対して、全世帯への支援金を給付している

というところがございます。９月議会の答弁でも、より生活に困窮している方、より

影響を大きく受けている方を優先的・重点的にするべきとの考えの下、住民非課税世

帯や困窮世帯と子育て世帯の負担を軽減するために、学校給食等の負担をしていると

いうことではございますけども、また、一番困っているところに支援したいという、

そういうふうな答弁もございましたけども、今がまさに全市民が困窮し、支援を待っ

ているときではないでしょうか。私は、今がそのときだと思いますが、再度、市とし

て、市長として、このことに対してはどのようなお考えなのか、御答弁いただければ

と思います。

○議長（小松穂積） 佐藤副市長

【副市長 佐藤博 登壇】

○副市長（佐藤博） 今の物価高なり、もちろんコロナの影響もそうですけども、全市

民、全産業に影響を及ぼしているというのは、これは事実だと思います。その上で本

市とすれば、国からの交付金等も活用しながら、先ほど議員からも発言ありましたよ

うに、よりその影響が大きいところ、より困っている方々にというところを基本にし

てこれまで様々な支援をしてきているところでございます。影響は全市民、全事業所

に影響しているでしょうけれども、その影響の度合いは一律ではないと思うんです

ね。そうした中で全市民に対して何らかの形で一律というのは、私は行政としては極

めて、言葉に語弊がありますけども、安易な手法でないかなと思ってまして、他市は

それぞれのお考えで実施していることと思いますけども、本市ではそういうことのな

いように、やはりどこが困っているのか、本当にその支援を必要としているところは

どこなのかということをつぶさに見て、やっぱりそこにしっかりと手当てをしていく

というのが、やっぱり行政の役割でないかなというふうに思ってございますので、こ

れを旨としてこれまでもやってきましたし、今後ともそうした形で対応していきたい

というふうに思ってございます。

○議長（小松穂積） さらに質問ありませんか。１４番小野議員
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○１４番（小野肇議員） 副市長のお考えも理解できるところはあるわけですけども、

国が総合経済対策等で燃料費とか電気代ということで４万５，０００円、標準世帯で

支給するというお考えではありますけども、男鹿はこれから雪が降ってまいります。

気温も低下して、暖房用の燃料費も、ほかの南の地方よりはこれはかかるわけです。

その電気代やＬＰガスの関係につきましても、これはやはり使う量が多い方が一番得

するというようなことになりますので、その辺を考えますと、やはり今はこの困窮し

ている方をどこで線引きするかというところになると思いますけども、現状、私たち

市議会議員がこれだけの質問をしているということは、市民がそれだけたくさんの声

を議員のほうにかけているというような、そういうことの証明にも私はなると思いま

す。ですので、ほかの食品等の値上がり等もございますので、ここはひとつ昨年のそ

の灯油代の７０歳以上でしたっけ、ちょっとあれですけども、それでいくらか補助し

たようなことがございますので、この冬の期間だけでも、この燃料に係る部分、男鹿

市独自でやはり支給するべきではないかと私は考えますけども、その辺についてはど

のようなお考えか、再度すいませんがよろしくお願いいたします。

○議長（小松穂積） 佐藤副市長

【副市長 佐藤博 登壇】

○副市長（佐藤博） 燃料費云々の話ですけども、毎度といいますか毎議会ですね、

様々な交付金を活用して生活者支援、事業者支援しているものですから、我々も少

し、どれがどれのためなのかということはたまに混乱するときあるんですけれども、

今回、国からの５万円と、それからそれに先立って９月議会で県と市で１万５，００

０円を交付したのは、そもそもはその燃料費も含めての、それがメインだったんです

ね。昨年は対象も住民非課税世帯で７０歳以上、ひとり親、生活保護等々で、結果的

には２，７００世帯ぐらいの交付でございました。今年はこのままいきますと多分

５，５００世帯ぐらいになるというふうに思ってございます。倍ですね。なおかつ交

付額もですね、県のほうからも、県は去年は市が６，０００円出したやつに財源振り

替えしただけでございますので、プラスアルファなかったものですから、結果とすれ

ば１世帯６，０００円しかいかなかった。今回１万５，０００円というふうなこと

で、対象も広げましたし、額も多くしてございます。灯油っていいますか燃料代とい

う観点から見ればですね。
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それから、それはそれとして置いておいて、全市民、全世帯に一律にというお話で

すけども、結果的に、我々はその都度その都度一番困っている方にと、もしくはそれ

に類似するような方々も支援しようというふうなことで独自支援もやりながら、結果

的に男鹿市で１万５，０００世帯ぐらいありますけども、６割から７割近くの方々に

結果としては支援金いってるんですね。６割ちょっとぐらいですね、確かね。ですか

ら、決して特別の方々、もしくは特定の方々だけにそういった支援をやっているんで

なくて、結果とすれば、それ相応の広い範囲に結果的にはいってるということでござ

いますので、もちろん市民の方々は、それは交付されれば、当然それは喜んでいただ

けると思いますけれども、やはり限りある財源をしっかりと使うということが、やっ

ぱり行政に課せられたもう一方での、これもこれも全部市民からも含めた交付金でご

ざいますので、そうした使い方が私は妥当でないかなというふうに思ってございま

す。

○議長（小松穂積） さらに質問ありませんか。１４番小野議員

○１４番（小野肇議員） 先ほどの進藤議員のＬＰガスの件につきましても、今これを

支給すれば、これも解決できるわけでございます。これもですね、できない理由やや

らない理由を言うだけでなくてですね、何とかしてこれを前向きにやるための方法を

みんなで考えていきませんか。今、７割の方に支給されているということで、残りの

３割の方の中にも、やはり困窮している方いらっしゃいますので、その辺のことを市

民目線で考えた場合、給付を私は考えるべきと訴えまして、この質問はここで一旦終

わらせていただきます。

次に、コロナ臨時交付金の使途と効果検証で、先ほど公表していると。効果のこと

は公表しているという答弁がございました。ホームページに書いているということな

ので、私も後でこれは確認しておきたいと思います。

ただ、この内容について、市民に分かりやすい説明になっているかというところを

ひとつお聞きしたいと思います。

○議長（小松穂積） 八端総務企画部長

【総務企画部長 八端隆公 登壇】

○総務企画部長（八端隆公） お答えいたします。

その説明内容でございますが、理解していただけるものというふうに考えておりま
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す。

○議長（小松穂積） さらに質問ありませんか。１４番小野議員

○１４番（小野肇議員） コロナ関連事業で国の交付金事業の公表はしているというこ

とでございました。それで、コロナ関連事業というのは、県の補助や市の一般財源を

使用した独自支援のところもございますが、こちらのほうに関しては検証と公表はさ

れているか、お聞きしたいと思います。

○議長（小松穂積） 八端総務企画部長

【総務企画部長 八端隆公 登壇】

○総務企画部長（八端隆公） お答えいたします。

公表している内容ですが、市単独の部分とかそういう全てのものを網羅したものを

公表しております。後で御覧いただければと思います。よろしくお願いします。

○議長（小松穂積） さらに質問ありませんか。１４番小野議員

○１４番（小野肇議員） そのコロナ臨時交付金の不適切な事務処理がないということ

を報告いただきました。男鹿市として誇れるようなことでございます。ありがとうご

ざいます。

この事務処理というのは、もちろん市の監査委員も見て、内容は把握していると思

いますが、その辺はどうでしょうか。

○議長（小松穂積） 目黒監査委員事務局長

【監査事務局長 目黒一人 登壇】

○監査事務局長（目黒一人） 財務監査、定期監査、決算審査、そして例月の現金の出

納検査、全てにおきましてチェックしております。問題ありません。適正に取り扱わ

れているということで、何とか御理解のほどよろしくお願いします。

○議長（小松穂積） さらに質問ありませんか。１４番小野議員

○１４番（小野肇議員） 今、監査委員のほうも確認しているという御報告ありました

ので、効果的・効率的な事業を行えたということで、万全な体制ということが分かり

ました。ありがとうございました。

それから、個人番号について少々お聞きいたします。

その前に、申し訳ございません。ちょっと戻りますけども、除雪のアプリの関係

で、今日も古仲議員の質問の中でＤＸの関係がございましたけども、計画の策定を今
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行っているということで、費用対効果のところでアプリのところがどうなのかなとい

う答弁でございましたが、スマホの地域アプリのお話がございましたので、ぜひその

中で少しお考えいただければと思いますので、このことについてはこの辺にとどめて

おきます。

それでは、個人番号カードの交付についてお聞きいたします。

先ほどの答弁で目標の達成に向けて全力で取り組むというようなことをお話してお

りましたけども、私の質問の中で８０パーセントの達成が可能かどうかというところ

の答弁されておりませんでしたので、達成できるか御答弁をお願いしたいと思いま

す。

○議長（小松穂積） 伊藤市民福祉部長

【市民福祉部長 伊藤徹 登壇】

○市民福祉部長（伊藤徹） お答えいたします。

この１１月２０日現在の申請率で６５．２パーセントでございますけれども、目標

達成まであとこの時点からは３，７８１件というところでございます。まず、確実か

どうかと言われると、なかなかはいとも言うことは難しいですけれども、この達成に

向けて一生懸命頑張ってまいりますので、よろしくお願いいたします。

○議長（小松穂積） さらに質問ありませんか。１４番小野議員

○１４番（小野肇議員） 個人番号カードの更新事務について少しお伺いします。

郵便局等へ更新事務を委託するというようなことも考えられているようでございま

すけども、市では出張所窓口の業務の見直し等も考えているようです。この市の窓口

業務を停止した場合ですね、去年、今年というのはかなりの申請件数がありますの

で、５年後、１０年後にはかなりの更新の人数が増えると思います。その中で出張所

の窓口業務をやめるということになれば、郵便局さんのほうに委託するようなことも

考えているようでございますが、考え方として市自前の出張所の窓口等もありますの

で、そちらのほうを活用したほうが、この更新に関しては国からの交付の補助金等も

入るそうですので、その辺、市のほうにお金が入って、市の窓口でできるかは分かり

ませんが、自前で出張所の窓口でやったほうが効率がよく、また、個人情報の漏えい

や新しいカードの交付時の本人確認等が容易にできると思いますので、出張所の統廃

合というようなところの考えもございますが、その辺と絡めてどのようなお考えか、
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少しお聞きしたいと思います。

○議長（小松穂積） 八端総務企画部長

【総務企画部長 八端隆公 登壇】

○総務企画部長（八端隆公） お答えいたします。

出張所の窓口を利用して更新事務をやったほうがいいんじゃないかということでご

ざいますが、今現在、出張所の窓口ではマイナンバーカードの交付事務はしておりま

せんので、本庁舎、それからいとく、若美支所、この３か所で行っておりますので、

一応まず議員がおっしゃられたことは頭に入れつつ、そこら辺はいろいろと考えさせ

ていただきたいと思いますのでよろしくお願いします。

○議長（小松穂積） さらに質問ありませんか。１４番小野議員

○１４番（小野肇議員） ありがとうございました。

後の質問になりますが、本会議場で聞くべきことかどうかちょっと私も悩んだん

ですが、ちょっとお聞かせ願いたいと思います。

国では来年度の地方交付税の算定に各自治体のマイナンバーカード交付率を反映さ

せる方針を示し、デジタル田園都市国家構想交付金の一部について、カード交付率が

全国平均以上であることなど、交付金の採択に当たって交付率を勘案しようとしてお

ります。ですが、そもそも交付税は、全ての自治体が一定の行政サービスを行う財源

を保障するために、国が自治体の代わりに徴収し、財源の不均衡を調整するものでご

ざいます。

この地方固有の財源を国策の推進に用いるのは、明らかに交付税の精神に反すると

私は考えますけども、市長としてこの辺の考えについて、国の考えについて市長とし

ての御見解をお聞きしたいと思います。

○議長（小松穂積） 佐藤副市長

【副市長 佐藤博 登壇】

○副市長（佐藤博） 確かにそういうふうに表明されたことについて、いかがなもの

かっていう気はしてございます。ただ、総務省が言っているデジタル田園の交付金は

手挙げ方式でございますので、いわゆる普通交付税なり特交とかというふうな形では

ないので、そういう点では、まあぎりぎり、国のほうの言い方とすれば、一地方自治

体の副市長がセーフもアウトもありませんけども、ぎりぎり許されるところぐらいな
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のかなと。あれは非常に拡大解釈されまして、交付税そのものが全部ひっくるめてマ

イナンバーの取得率に応じてね、要するにペナルティ的に削減されたりするんでない

かというふうなことで巷間言われていますけども、個別の田園都市の交付金ですの

で、手挙げ方式に一応なってますので、ぎりぎりかなと思ってごさいます。

それよりも何よりも、やっぱり交付金なり交付税なり、総務省所管のそうした交付

金なり補助金なり等、絡めるんではなくて、やはりやっぱりしゃにむにこれは、デジ

タルのそれこそ今議会でも様々な議員の方から、ＩＴなりＤＸなりというふうなとこ

ろのお話を、質問いただいていますけども、それこそマイナンバーをしっかりとやる

ことが私は基本だと思います。いろんな市でも様々な住民サービスのためのアプリと

か何かってことを考えてますけども、それよりも何よりもやらなきゃいけないのは二

つ。一つが、まずそのマイナンバーをしっかりと市民に、住民に、国民に行き渡らせ

るということがまず基本だと思います。

もう一つは、要は自治体の行政情報システム、これをしっかり統一したものにする

と。何とか省は何とかで、何とか官庁は何とかっていう話じゃなくて、全部統一した

基盤づくり、これがやっぱりベースになると思ってございます。その上でやっぱり

しっかりＤＸを進めていく。そのためにはマイナンバーは、私はある程度半強制的に

も進めていかないと、要するに一人も漏れなくやるということは、片方から見れば、

一方から見れば、これは少し半強制的にやっぱり取得してもらわなきゃいけないとい

うこと、裏腹だと思います。そういう点では、もうこれからのＤＸの社会基盤の整備

のために、やっぱりマイナンバーはしっかりやっていくと。それとまた例の交付金の

話は、また別の話でないかなと思ってございます。

○議長（小松穂積） さらに質問ありませんか。１４番小野議員

○１４番（小野肇議員） 国もいろいろな手法、方法で、地方自治体を苦しめるような

ことはないと思いますが、もし万が一、我々の生活を脅かすようないろんな施策が

あった場合は、ぜひ市長には国や県にしっかりと意見を言える市長であってほしいと

思いますので、その辺をお願いして私の質問を終わります。

以上です。ありがとうございました。

○議長（小松穂積） １４番小野肇議員の質問を終結いたします。

（「議長、暫時休憩お願いします。小野議員の発言に対しての関連。」と
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言う者あり）

○議長（小松穂積） 一般質問に対する関連質問というのはありません。

○議長（小松穂積） 以上で、本日の議事は終了いたしました。

明日６日、午前１０時より本会議を再開し、引き続き、一般質問を行うことにいた

します。

本日は、これにて散会いたします。

午後 １時２２分 散 会
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